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国民健康保険からのお知らせ
春は異動の季節です。国保の届出をお忘れなく。

※手続きは、富岡町役場郡山事務所、いわき支所、三春、大玉各出張所で受付できます。
※役場へ届出がないと国民健康保険の加入及び脱退はできません。新たに職場の健康保険に加入又

は脱退した際も、役場での手続きが必要です。
※手続きは、郵送でもできますのでお問合わせください。

問住民課 国保年金係

こんなとき・・・ 届出に必要なもの

国保に加入するには・・・

職場の健康保険を脱退したとき 社会保険資格喪失証明書等、印鑑
職場の健康保険の扶養からはずれたとき 社会保険扶養資格喪失証明書等、印鑑
転入のとき

（先に郡山事務所住民係での転入手続きが必要。
  転入は戸籍届出等に伴う特例に限る）
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

国保を脱退するには・・・
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の扶養になったとき

転出のとき
（先に郡山事務所住民係での転出手続きが必要）

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
※保険証を役場に返しただけでは、国保を脱退したことにはなりません。

その他の手続き・・・

修学のため転出するとき 保険証、在学証明書、印鑑
修学のため転出していた方が修学を終えたとき 保険証、卒業証書等、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの、印鑑

国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑

他市区町村の転出証明書、印鑑

保険証、印鑑

※60歳以上65歳未満の方で、社会保険等に20年以上（又は40歳以降10年以上）加入されていた場合
は、退職者医療制度に該当しますので、年金証書をご持参ください。
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お知らせ版　（2）

お知らせ

組織機構が変わります。４月１日から役場の組織機構が変わりましたので、
お知らせいたします。 問総務課 総務係組織機構が変わります。

（災害対策本部事務局）

町内における各種事業の進行管理・総合調整 など
除染計画調整、放射線測定業務 など

健康づくり係 予防接種、母子保健、巡回健康相談、健康サロン など

仮設診療所
保育所

大玉仮設診療所業務

復興調整係

原子力事故対策係

財政係 財政全般、公有財産等 など

富岡町行政機構図

管財係 庁舎管理、財産管理 など

総務課 総務係（選管事務局）一般行政、選挙、人事、市町村総合調整 など

三春出張所 出張所運営、証明書発行、仮設住宅支援、自治体調整、生活支援 など

児童館

大玉出張所 出張所運営、証明書発行、仮設住宅支援、自治体調整、生活支援 など

住民係

広聴広報係 情報政策、広聴広報、統計 など

企画課 企画政策係 各課復興施策の調整、国県復興策調整 など
まちづくり係 まちづくり再編、都市計画・土地区画整理事業 など

税務課 課税係 町県民税、国民健康保険税 など
固定資産係 家屋被害調査、固定資産税 など
納税係

福祉係 社会福祉、障がい者福祉、生活保護、児童・母子福祉、子ども手当 など

収納対策、軽自動車税、税務証明 など

健康福祉課
介護保険係 介護保険・給付、高齢者在宅福祉、地域包括支援センター、高齢者対策 など

戸籍、住民票、印鑑登録 など住民課
国保年金係 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、乳幼児医療 など

生活環境課 環境衛生係 畜犬業務、生活廃棄物処理 など
消防交通係 消防、交通、防犯、災害対策本部業務、弔慰金 など

原発事故対策 など
産業振興課 商工係 事業継続支援、新産業創出、雇用対策 など 

農林水産係
(農業委員会併任) 農林地再生計画、就農再開支援 など

賠償対策係 避難者賠償支援窓口、国・東電賠償対策 など
復旧課 管理係 土木施設の維持管理、用地事務 など

復旧係 下水道、建築営繕工事 など

出納室 出納係 収納、支出事務 など

生活支援課 住宅支援係

いわき支所 支所運営、証明書発行、仮設住宅支援、自治体調整、生活支援 など

復興推進課

避難生活支援係 自治会、住民団体、生活支援、個人一時立入り、公益一時立入り など

議会事務局 庶務係（監査委員会）議会庶務、監査 など
議事調査係

除染対策係

幼稚園
小学校

仮設住宅、借上げ住宅 など

総務管理係 教育委員会庶務、学校教育、奨学資金、就学支援 など教育委員会
教育総務課

放射線健康管理係 被ばく健康管理、線量計貸出業務 など

農業委員会事務局
（産業振興課併任）

中学校

農地調整係

生涯学習係 社会教育、社会体育、文化振興、青少年育成、歴史資料等の移設 など



（5）　お知らせ版

お知らせ

　３
月
下
旬
に
発
行
し
ま
し

た「
立
入
り
の
し
お
り（
第
２

版
）」等
に
て
、
常
磐
富
岡
IC

の
利
用
等
に
よ
り
西
か
ら
帰

還
困
難
区
域
へ
立
入
り
を
行

う
場
合
の
利
便
性
向
上
の
観

点
か
ら
、
入
退
域
を
行
う

ゲ
ー
ト
の
増
加
に
つ
い
て
国

等
の
関
係
機
関
と
協
議
中
と

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
こ

帰
還
困
難
区
域
の
入
退
域
口
追
加
に
つ
い
て

の
た
び
、
西
か
ら
の
入
退
域

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
の
で

改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
高
津
戸
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

場
に
て
、
立
入
り
前
の
受

付
を
行
う
。

②
通
称「
一
橋
」の
交
差
点
を

右
折
。

③
通
称「
二
橋
」の
交
差
点
を

左
折
し
、「
二
橋
」を
通
過
。

　震災と原発事故で、当行政区は帰還困難区域となり、故郷に帰れる見通しは立たない現状です。
　震災以降、避難を余儀なくされ、定例の通常総会も実施できずに早３年が過ぎております。
　本年度は、役員改選の時期です。本来ならば、行政区の総会を開催し、皆さまの承認をいただ
きたいところですが、諸般の事情で平成26年３月の役員会において慎重に審議し、下記の役員が
決まりました。皆さまのご理解の程、よろしくお願いいたします。

区　長　 松崎　英教（現）　　　副区長　 中田　 寛（新）

　夜の森駅前南行政区通常総会を下記のとおり開催いたします。多くの皆さまの出席をお待ちし
ております。
　　【日　時】平成26年５月18日（日）　午前11時
　　【場　所】いわき新舞子ハイツ
　　  　　　（いわき市平下高久南谷地16－４）　☎0246－39－3801
　　【議　事】（１）平成22年度及び平成23年～25年度までの事業と会計報告
　　　　　　（２）平成26年度事業と会計審議　（３）役員改選　（４）その他
　　　　　　※昼食を準備しますので、出席される方は５月13日までご連絡ください。

　　　　　　区　長　 松崎　英教　090-2996-5757　　副区長　 中田　寛　090-7066-8267
　　　　　　会　計　 益山　道則　090-2796-5675

夜の森駅前南行政区の皆さまへ

常磐富岡IC

36

36

112

112

夜
の
森
駅

36

大菅ゲート

蛇谷須浄化センター

④
町
道
坊
小
屋
桜
通
り
線

（
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
夜
の
森

店
の
通
り
）を
左
折
。

⑤
夜
の
森
ゲ
ー
ト
か
ら
立
入

り
を
行
う
。

⑥
一
時
帰
宅
終
了
後
、
立
入

り
後
の
受
付
を
行
う
と
と

も
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を

受
け
る
。

※

予
定
し
て
い
た
通
称「
一

橋
」か
ら
の
入
退
域
は
、
特

別
通
過
交
通
制
度
活
用
者

（
交
差
点
を
左
折
す
る
車

両
）と
の
混
乱
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
国
等
と
の
協
議

に
よ
り
、
夜
の
森
ゲ
ー
ト

か
ら
の
立
入
り
に
決
定
し

ま
し
た
。

※

夜
の
森
ゲ
ー
ト
を
通
過
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

原
則
と
し
て
、
個
人
の
一

時
帰
宅
と
な
り
ま
す
。
公

益
の
一
時
立
入
り（
事
業
者

の
立
入
り
）は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

※

国
道
６
号
よ
り
東
の
帰
還

困
難
区
域（
小
良
ヶ
浜
地

区
、
深
谷
地
区
）へ
一
時
帰

宅
す
る
場
合
は
、①
常
磐
富

岡
IC
の
利
用
等
に
よ
り
、

大
菅
ゲ
ー
ト
経
由
後
国
道

６
号
を
南
下
す
る
か
②
広

野
IC
の
利
用
等
に
よ
り
国

道
６
号
を
北
上
す
る
か
の

い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
富
岡

消
防
署
交
差
点
か
ら
立
入

り
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
生
活
支
援
課 

避
難
生
活
支
援
係

常
磐
自
動
車
道

① ②

③
④

⑤

▼常磐富岡IC利用等による西からの入退域方法

高津戸スクリーニング場

夜の森ゲート

　福島県相双地方振興局へ福島県産業廃棄物処理指導要
綱に基づき、産業廃棄物処理施設等設置事前協議書の提
出がありましたのでお知らせいたします。

【協議者】
住所：福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚646番地の1
氏名：株式会社丸東　代表取締役　西山由美子

【設置場所】
　福島県双葉郡楢葉町大字波倉字細谷134番189

【産業廃棄物処理施設等の種類及び処理能力】
　がれき類の破砕施設（政令第７条第８号の２施設）
　1,040ｔ／日（８時間）×１基

問福島県相双地方振興局 県民環境部 環境課
　　　　　　　　  ☎0244－26－1237

お知らせ版　（4）

お知らせ

　こ
れ
ま
で
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
免
除
申
請
が
で
き
る
期
間

は
、
申
請
時
点
の
直
前
の
７

月
ま
で
で
し
た
が
、
法
律
の

改
正
に
伴
い
、
平
成
26
年
４

月
よ
り
申
請
時
点
か
ら
２
年

１
ヵ
月
前
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除

等
の
申
請
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
平
成
23
年
度
分
と
平

成
24
年
度
分
の
免
除
等
の
申

請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

【
申
請
時
の
注
意
点
】

1
年
度
毎
に
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　１
枚
の
申
請
書
で
申
請
で

き
る
の
は
７
月
か
ら
翌
年
６

月
ま
で
の
１
年
度
分
で
す
。

複
数
年
度
の
申
請
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
年
度
毎
の
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

2
過
去
の
所
得
で
審
査
し
ま

す（
平
成
23
年
３
月
11
日
現

在
、
富
岡
町
に
住
民
登
録

の
あ
っ
た
方
は
所
得
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　申
請
す
る
年
度
に
対
応
す

る
前
年
度
所
得（
下
記
表
の
と

お
り
）に
基
づ
き
審
査
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
世
帯
主
や
配

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

偶
者
が
い
る
方
は
、
世
帯
主

や
配
偶
者
の
所
得
審
査
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
本
人
の
所

得
が
少
な
い
場
合
で
も
免
除

等
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※

若
年
者
納
付
猶
予
に
つ
い

て
は
、
世
帯
主
の
所
得
審

査
は
あ
り
ま
せ
ん
。

3
す
み
や
か
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　過
去
分
の
免
除
等
の
申
請

は
、
申
請
が
遅
れ
る
と
次
の

と
お
り
申
請
で
き
る
期
間
が

短
く
な
り
ま
す
。

▼
平
成
26
年
４
月
に
免
除
等

を
申
請
↓
平
成
24
年
３
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

が
可
能

▼
平
成
26
年
５
月
に
免
除
等

を
申
請
↓
平
成
24
年
４
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

が
可
能

　申
請
に
つ
い
て
は
、
富
岡
町

役
場
国
保
年
金
係
又
は
お
近
く

の
年
金
事
務
所
へ
、
過
去
の
免

除
期
間
の
照
会
に
つ
い
て
は
、

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
住
民
課 

国
保
年
金
係

　春は異動の季節です。進学や就

職、転居等により避難先が変更に

なった場合は、富岡町役場住民課

までご連絡ください。

　また、郵便局の転送期間は１年

間です。期間を延長される方はお

近くの郵便局で転送届を出しま

しょう。

【免除等の申請が可能な保険料と前年所得の関係】
※平成26年４月時点

避難先変更の
ご連絡を忘れずに

※ 1 …平成26年度分は、平成26
年７月から申請ができま
す。

※ 2 …平成23年３月11日現在、
富岡町に住民登録のあっ
た方は、所得制限はあり
ません。

年　　度

平成23年度分

平成24年度分

平成25年度分

平成26年度分

免除等の申請が可能な保険料 審査の対象となる前年所得

平成22年中所得※2

※2

※2

※2※1

平成23年中所得

平成24年中所得

平成25年中所得

平成24年３月～24年６月分

平成24年７月～25年６月分

平成25年７月～26年６月分

平成26年７月～27年６月分
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お知らせ

消防に関するご意見ご質問等は、双葉消防本部富岡消防署楢葉分署　☎0240－25－2119

双葉消防本部　富岡消防署
～消すまでは　心の警報　ON のまま～ 

日本の火災の状況は？

①1日あたり121件の火災が発生 
　平成24年中に4万4,189件の火災が発生しました。これは１時間あたり約５件の火災が発生す
ることになります。火災は皆さんが油断するのを待っています。火を取り扱う時は十分に注意
しましょう!!

②建物火災は全火災の57.9％
　出火件数の構成比をみると全火災の約６割が建物火災です。皆さんの家庭には住宅用火災警
報機は設置されていますか？ 電池交換は済みましたか？ 万が一、火災が起きた時に鳴動しな
ければ意味がありません。もう一度ご家庭の住宅用火災警報器の点検をお願いします。 

③1日あたりの死傷者の数は4.7人
　時間帯別にみると、22時から翌朝の６時の時間帯が多く発生しています。逃げ遅れないため
にも、住宅用火災警報器の設置と定期的な点検が重要になります。  

伝えよう・広げよう・繋がろう  防火の輪 伝えよう・広げよう・繋がろう  防火の輪 

（平成24年統計）火災から大切な命を守ろう!!

火災の原因を考えよう!（平成24年統計）火災から大切な地域を守ろう!!

　「放火」による火災件数が15
年間連続して第１位となって
います。 損害額を時間帯別に
見ると０時～２時の時間帯で
多くなっています。 
対　策 
○ごみは夜間に捨てず、決めら

れた日の朝に出しましょう。
○建物の周囲に燃えやすい物を

置かないようにしましょう。
○敷地内に不審者が侵入でき

ないようにしましょう。

1位　放火
　「たばこ」による火災を経過別
に見ると不適当な場所への放
置が半数以上を占めています。 
対　策 
○寝たばこは、絶対にやめま

しょう。
○灰皿に、必ず水を入れるよ

うにしましょう。
○吸い殻を捨てる場合は、水

に濡らすなど、完全に消火
してから捨てましょう。 

2位　たばこ
　こんろを種類別に見ると「ガ
スこんろ」による火災が最も多
く、火災の経過別にみると約
60％が消し忘れによるもので
す。 
対　策 
○調理中は、こんろから離れ

ないようにしましょう。
○こんろのまわりに可燃物を

置かないようにしましょ
う。 

○着衣がこんろの火に触れな
いようにしましょう。 

3位　こんろ


